
 
令和５年１月１０日 

 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 下管第 16 号 中部下水処理場非常用雨水放流渠耐震補強工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

本工事における【積算基準及び単価適用日の変更に係る特記事項】によれば、 
・積算基準 :新潟市土木積算基準 令和 3 年 10 月 30 日以降適用 

 ・設計単価 :新潟市土木工事等設計単価表 令和 4 年 9 月 30 日以降適用 
 となっておりますが、公開された予定価格における積算に使用されている積算基準

および設計単価は  
 ・積算基準 : 新潟市土木積算基準 令和 4 年 10 月 30 日以降適用 
 ・設計単価 : 新潟市土木工事等設計単価表 令和 4 年 10 月 30 日以降適用 
 ではないでしょうか。 
  ご確認をお願い申し上げます。 
 
 
 
 

回        答 

本工事の積算は、積算基準及び単価適用日の変更に係る特記事項のとおり、 
・積算基準 :新潟市土木積算基準 令和 3 年 10 月 30 日以降適用 

 ・設計単価 :新潟市土木工事等設計単価表 令和 4 年 9 月 30 日以降適用 
 を適用しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


